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雇用調整助成金の課題  

 ～ドイツの申請書類はたったの２つ～ 
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◇ 緊急経済対策に盛り込まれた雇用調整助成金がより効果を発揮するためには、申請手続きの簡素

化や支給までの時間短縮が求められる。同種の制度を持つドイツの申請書類は僅か２つで、オン

ライン申請が可能。３月時点で申請件数は47万社に上り、計算上はリーマンショック時を遥かに

上回る800万人規模の雇用が守られる。日本も手続き簡素化に向けた迅速な対応が求められる。 

 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、日本では事業規模108兆円に上る過去最大の緊急経済対策

が取りまとめられた。外出自粛が直撃する中小企業や個人事業主への資金繰り支援、減収世帯に対

する現金給付、雇用調整助成金の条件緩和－などの政策メニューが並ぶ。企業倒産や解雇の事例も

増えてきており、企業や個人に一日でも早く支援が行き渡ることが望まれるが、煩雑な手続き、申

請・相談窓口の混雑、制度やシステムの壁が迅速な支援の障害になっているとの声も浮上している。

９日付の日本経済新聞（５面）は、従業員に休業手当を支払った企業にその費用を補助する雇用調

整助成金の抱える課題として、企業の手続き負担や受給までのタイムラグを挙げている。記事では、

「申請には10種類以上の書類を用意する必要があり、支給まで２ヵ月ほどかかることが多い」と指

摘している。厚生労働省の資料によれば、休業を行う場合の計画届に必要な書類として、①休業等

実施計画届、②事業活動の状況に関する申出書、③雇用指標の状況に関する申出書、④休業計画一

覧表、⑤休業協定書、⑥事業所の状況に関する書類が、また、支給申請に必要な書類として、⑦支

給申請書、⑧助成額算定書、⑨休業実績一覧表及び所定外労働等の実施状況に関する申出書、⑩雇

用調整助成金支給申請合意書、⑪支給要件確認申立書、⑫労働保険料に関する書類、⑬労働・休日

の実績に関する書類が列挙されている。休業や労働の実態把握、不正受給の防止といった観点から、

何れも必要な書類なのだろうが、やはり煩雑な印象は拭えない。 

筆者が担当するドイツには「クルツアルバイト」と呼ばれる同種の制度があり、リーマンショッ

ク後の世界的な金融危機時にドイツ経済が速やかに成長軌道に復帰した立役者として高く評価され

ている。同制度は、経済的事由など正当な理由のもとで企業が従業員の労働時間を短縮する場合、

時短に伴う従業員の賃金減少分の６割を国が補填するものだ（扶養家族がいる場合は賃金減少の

66.7％を補填）。当時のドイツは主要先進国で最も厳しい景気後退に陥った国の１つだったが、同

制度の積極活用で解雇を抑制したことで、家計の雇用不安が軽減されたほか、企業は有能な人材を

つなぎ留めることに成功し、その後の速やかな事業活動の再開を可能にした。欧州各国はこうした

ドイツの成功事例を参考に、今回のコロナ危機対応で相次いで類似制度を導入している。ドイツで

３月にクルツアルバイトを申請した企業は47万社に上る（図表１は時短労働者の数で、申請社数と

は一致しない）。当時は１社あたり平均で18人が利用した（図表２中の利用者数÷利用企業数）。

この数字を単純に当てはめると、今回はざっと850万人が利用する計算となり、リーマンショック時
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以上に多くの雇用が守られる。そのドイツの申請書類を確認すると、①事業所名や従業員数を記し

た１ページの申請書類、②各従業員の労働実態を記したリストをオンライン上で提出することで申

請は完了する（図表３・４）。筆者は現地の申請手続きを詳しく把握している訳ではないが、少な

くとも申請書類と記載事項の数を見る限り、日本より遥かに簡素な手続きであることが推測される。

日本政府も手続き簡素化や支給時間の短縮に努める意向を示唆しているが、迅速な対応が待たれる。 

 

 

 

 

 

出所：Bundesagentur für Arbeit、Deutsche Bundesbank

（図表１）ドイツ時短労働者と失業率
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労働時間の
社 シェア％ 人 シェア％ 削減率％

３ヶ月未満 14,670 25 157,806 15 32

３～６ヶ月 22,342 38 329,528 31 31

６～12ヶ月 20,653 35 562,994 52 31

12～18ヶ月 1,065 2 17,750 2 35

18ヶ月以上 491 1 6,369 1 43

合計 59,221 100 1,074,447 100 31

出所：Crimmann, Wiessner, Bellmann (2010), "The German work-sharing scheme: 
An instrument for the crisis", Conditions of Work and Employment Series No.25 

（図表２）ドイツのワークシェアの利用状況（2009年９月）
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出所：Bundesagentur für Arbeitより転載

（図表３）クルツアルバイトの申請書類（その１）
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本部経済調査部が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見通しは予告なく
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以上 

出所：Bundesagentur für Arbeitより転載

（図表４）クルツアルバイトの申請書類（その２）


